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令和５年度 第２回東濃看護専門学校運営協議会 議事録 

 

日 時：令和５年１２月１８日（月） １４：００～１４：４０ 

場 所：東濃看護専門学校２Ｆ 会議室 

出席者：（運営協議会委員） 

鈴木多治見市副市長 勝瑞浪市副市長 鷲見土岐市副市長 

伊藤多治見市市民健康部長 正木瑞浪市民生部長 黒田土岐市健康福祉部長 

塚本土岐市立総合病院病院長 

中村東濃保健所長 

    （東濃看護専門学校） 

清水学校長 大橋教務主任 土本事務長 宮崎係長 

    （東濃西部広域行政事務組合） 

大前事務局長 遠山 

 

 

１．学校長あいさつ 

 

（清水学校長）  こんにちは。本日はご多用の中ご出席を賜り誠にありがとうございます。４月に学校

長に就任いたしました清水と申します。よろしくお願いいたします。 

卒業を予定している３年生はすべての臨地実習を先週、無事に終えることができまし

た。新型コロナウィルスやインフルエンザ等、感染の影響があるなかで東濃３市の病院

や施設の皆様方のご理解とご支援をいただき実習を進められたことに対し、お礼申し上

げます。当校の学校運営も閉校を迎える来年度末までとなります。今年は入学生を迎え

ておりませんので、学生数は２年生と３年生を合わせて５１名となっています。近年は

学生の学力低下も目立ち、正直教員の労力も大きくなっているのが現状ですが、在籍し

ている学生が無事に卒業し看護師となり、できればこの地域に一人でも多く就職してく

れるよう最後まで支援していきたいと思っているので、よろしくお願い申し上げます。

簡単ですが私からの挨拶とさせていただきます。 

         

（鷲見会長）   皆さんこんにちは。年末の大変お忙しい中、第２回東濃看護専門学校運営協議会にご

出席を賜りまして誠にありがとうございます。コロナの関係で２年ぶりの開催でござい

ます。 

本日は、令和５年度の補正予算と最終年度になります令和６年度の当初予算について、

ご協議を願いたいと考えております。十分な審議のうえ適切なるご判断を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

（土本事務長（以下、事務長））  

       （委員委嘱の報告 1 号委員：多治見市副市長 鈴木良平様     令和５年１０月） 

                ２号委員：多治見市 市民健康部長 伊藤香代様 令和５年４月） 
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（委員８名の出席により、会議成立の報告） 

 

２．議事 協議事項 

   （副会長の指名 鷲見会長から副会長に鈴木多治見市副市長を指名） 

 

１）令和５年度東濃看護専門学校事業特別会計補正予算（案）について 

 

（鷲見会長） それでは、協議事項の１、「令和５年度東濃看護専門学校事業特別会計補正予算（案）」に

ついて協議します。事務局の説明を求めます。 

 

（事務長）  （令和５年度東濃看護専門学校事業特別会計補正予算（案）（資料１）について説明） 

 

（鷲見会長）  ただ今説明のありました「令和５年度東濃看護専門学校事業特別会計補正予算（案）」に

ついて質疑はございますか。 

 

（鈴木委員）  人件費の補正で人勧分の話がなかったが、期末手当、勤勉手当の増額は反映されている

でしょうか。 

 

（事務長）  期末・勤勉手当は反映していませんが、当初予算の中で対応可能と考えています。 

 

（鈴木委員） それで大丈夫でしょうか。 

 

（事務長）  はい。 

 

（鷲見会長）  それでは、他に質問もないようですので「令和５年度東濃看護専門学校事業特別会計補

正予算（案）」については、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（承 認） 

 

 

２）令和６年度東濃看護専門学校事業特別会計予算（案）について 

 

（鷲見会長）  次に協議事項の２、「令和６年度東濃看護専門学校事業特別会計予算（案）」について協

議します。事務局の説明を求めます。 

 

（事務長）   （令和６年度東濃看護専門学校事業特別会計予算（案）（資料２）について説明） 

 

（鷲見会長）  ただ今説明がありました「令和６年度東濃看護専門学校事業特別会計予算（案）」につい

て質疑はございませんか。 
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（勝委員）  公課費の自動車重量税はどういうものですか。 

 

（事務長）  公用車の車検を受ける際に必要な税金です。 

 

（勝委員）  自動車税はかかっていますか。 

 

（事務長）  自動車税はかかっていません。 

 

（勝委員）  車検を受ける必要がある車がありますか。 

 

（事務長）  公用車３台のうち、２台が車検を受けます。 

 

（勝委員）  車検の費用は別の費目で計上してありますか。 

 

（事務長）  役務費に車検手数料を計上しています。 

 

（鷲見会長） 閉校の際、車両はどうされますか。 

 

（事務長）   非常に古い車両なので、２台を処分し残りの１台はどこか使っていただけるところに譲

渡する予定です。 

 

（鷲見会長） 広域事務局で使用しますか。売り払うという考えではないですね。 

 

（事務局長） 残りの１台については、最終的にどうするか再度協議が必要と考えています。 

 

（鈴木委員） 基金繰入金は残高全額が計上されていますか。 

 

（事務長）  全額を計上しています。 

 

（鈴木委員） 退職手当は何人分ですか。 

 

（事務長）  教員８人分です。 

 

（鈴木委員） その他、特別に閉校に伴い必要となる経費がなかった気がしますが、どうでしょうか。 

 

（事務長）  その他の委託料で、学校内の備品等の処分費を計上しています。 

 

（鈴木委員）  建物等の財産関係を整理する必要があると思います。７年度以降も東濃看護専門学校事

業特別会計は残りますか。 
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（事務局長）  今まで広域の施設の廃止の際には、所在市と協議ということになっています。多治見の

潮見の森のようにそのまま継続して行う場合もありますが、過去には三国山荘を土岐市さ

んに移管した後、壊させていただいたという経緯もあります。今回の学校の建物について

は、土岐市さんと協議をしているところで、土岐市さんでどういった活用ができるかを検

討していただいているところです。 

        また、７年度以降の会計処理については、再度相談をさせていただきたいと思っていま

す。令和６年度の剰余金を各市に返還するために会計を残すのか、学校会計は廃止して、

一般会計に繰り入れ後、一般会計から各市に返還するか。再度確認してから決めたいと考

えています。 

 

（鈴木委員） 学校としての認可の廃止手続きは年度内で終わりますか。 

 

（事務長）  岐阜県に廃止の届出をします。手続きは年度内に終了します。 

 

（勝委員）   備品等の処分については、利用できるものは再利用を、売れるものは売ったほうがよい

と考えるので、臨機応変に対応をしてもらいたい。 

 

（事務長）   他の施設で利用していただけるものがあれば、希望に応じて譲渡することも考えていき

ます。 

          

（鷲見会長）  ただいま出た意見については、今後、議論していだきたいと思います。 

それでは、他に質問もないようですので「令和６年度東濃看護専門学校事業特別会計予

算（案）」は、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（承 認） 

 

 

報告事項 

令和５年学生の状況について 

 

（鷲見会長） 続きまして報告事項 「令和５年度学生の状況」について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務長）   （令和５年９月末現在の学生の状況について説明） 

 

（鷲見会長） ただ今説明がありました「令和５年度学生の状況」について質疑はございませんか。 

        （質問なし） 

         

       議事については、以上といたします。 

 

（鷲見会長） 中村東濃保健所長よりお話をいただけたらと思います。 
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（中村東濃保健所長） 

        准看の学生が勉強するところが無くなるのは問題だと思うが、希望者も少ないというこ

となので致し方ないと思う。県内の看護師も非常に少ない状況なので、学生さんを引っ張

るようお願いしたいと思います。 

 

（鷲見会長） 土岐市立総合病院長よりお話をお願いいたします。 

 

（塚本土岐市立総合病院長） 

        この地域の看護師が不足しており厳しい状況です。看護学校の学生の状況を見ても本当

に厳しいだろうと思うし、本当に厳しいのは先が見えないことです。無くなる学校にいろ

いろ言うのも無理なことなので、県全体で取り組まなければならない非常に大きな問題で

すが、回答がない状況です。来年度は、学生が２１人で勤務先がどのようになるかわかり

ませんが、１人や２人ではなんともならない状況が起きています。すべての職種に言える

ことですが、都市部に集まり地方には来ない。学校も含めて看護師確保の問題をどう考え

るかが、医療を支えることに繋がるので、みんなで考えていかなければならないことだと

思います。これまでこの学校が果たした役割は非常に大きく、それについては評価をした

いと思います。 

 

（鷲見会長）  本校の閉校に際して、今後の支援について新たな補助制度を設けていますので、先生方

に説明をお願いします。 

 

（事務局長）  本校の閉校に伴い、新しい制度を令和５年度から開始しています。ひとつは、多治見や

土岐の准看学校の卒業生が正看護師の資格を取得するために学校へ行く場合に補助するも

のです。補助額は一人あたり最高で月４万５千円です。もうひとつは、令和７年度から多

治見や土岐の準看学校に通う生徒に一人あたり月１万円を学費支援として補助するもので

す。今年度から始まった補助には２人の応募がありました。これについては、毎年差があ

ると准看学校から聞いていましたが、需要があってよかったが、もっとたくさんの方に利

用していただきたいので、ＰＲに力を入れていきたいと思っています。 

 

（鷲見会長）  東濃西部広域行政事務組合においても、行政部門として何ができるかを考え、このよう

なプランを提案させていただいているので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

（鷲見会長） 議事については以上でございます。ご協力ありがとうございました。 

 

（事務長）  ありがとうございました。ただいまご承認いただきました２件の案「令和５年度東濃看

護専門学校事業特別会計補正予算（案）」、「令和６年度東濃看護専門学校事業特別会計予

算（案）」は、後日開催されます広域行政事務組合の企画会議に提出させていただきます。 

 



- 6 - 
 

３．その他 

（事務長） その他に、何かございましたらお願いします。 

 

（事務長）  それでは、これをもちまして、令和５年度第２回東濃看護専門学校運営協議会を終了さ

せていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


